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第７章：地球温暖化対策実行計画

（市の事務事業に関する実行計画）

１．計画の基本的事項

２．市の事務事業から排出される温室効果ガス

３．温室効果ガスの削減目標

４．温室効果ガスの削減に向けた取組

５．計画の推進
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１．計画の基本的事項

（１）計画策定の基本的な考え方

本市は、これまで、本市自体が大規模な事業者・消費者であるとの観点から、市のすべ

ての組織を対象とした「リーディングエコプランせんだい（仙台市環境率先行動計画 」）

の策定・推進や、本庁舎・区役所などにおけるISO14001認証取得をとおし、二酸化炭素排

出量の削減を含め、率先して環境負荷の低減に努めてきました。

本計画では、本市域における温室効果ガス排出抑制の長期的な視野を持った各種の対策

を講じるため 「仙台市地球温暖化対策推進計画」を改定するのにあわせて、本市組織に、

おける環境配慮行動の指針として「第２期リーディングエコプランせんだい」を基礎とし

て、本市の事務事業の実施に伴う温室効果ガスの排出削減目標とその具体的な取組を取り

まとめるものです。

地域の大規模な事業者・消費者である仙台市が、自らが排出する温室効果ガスの削減の

ための数値目標とその目標を達成するための具体的な取組を設定し、地球温暖化対策の推

、 。進を率先して図ることにより 市民・事業者の地球温暖化対策の積極的な取組を促します

なお、本計画は、地球温暖化対策推進法第８条第１項に基づく実行計画として策定する

ものです。

仙台市地球温暖化対策推進計画

（仙台市環境率先行動計画）

計画の目的からみた包含関係

（地球温暖化対策推進法に基づく実行計画）

市の事務事業における地球温暖化対策を推進する計画

地域全体の地球温暖化対策を推進する計画
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市自ら率先して環境負荷低減に向けた取組を推進する計画

仙台市域全体

二酸化炭素を含む

６種類の温室効果ガス

の排出抑制対策の変更

で拡大した部分

地球温暖化対策実行計画
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（２）計画の期間

本計画は 「第２期リーディングエコプランせんだい」との整合性を図る意味から、計、

画期間を平成14年度(2002年度）から平成17年度(2005年度）までとします （基準年:平。

成11年度(1999年度 ））

※ただし、計画の進捗状況や技術の進歩などを踏まえ、必要に応じて見直しを行います。

（３）計画の範囲

本市の公用財産、公共用財産、企業財産及び貸しビルに入居している市の施設（市有車

を含む）などにおいて、市または当該施設を受託している市の外郭団体が行うすべての事

務事業を対象とします。また、これらの事務事業以外においても、温室効果ガス排出抑制

などの措置が可能なものについては、できる限り必要な措置を講じるよう要請することと

します。

（４）対象とする温室効果ガス

本計画は、地球温暖化対策推進法第２条３項に規定されている次の６種類の温室効果ガ

スを対象とします。

二酸化炭素（ＣＯ ）２

メタン（ＣＨ ）４

一酸化二窒素（Ｎ Ｏ）２

ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）のうち政令で定めるもの

パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）のうち政令で定めるもの

六ふっ化硫黄（ＳＦ ）６

※ただし、排出量の把握が極めて困難である場合は対象から除くものとします。

（５）温室効果ガス排出量の算定

本計画における温室効果ガスの総排出量は、地球温暖化対策推進法施行令（平成11年政

令第143号 」に基づき定められる排出係数及び地球温暖化係数を用い、二酸化炭素排。））

出量に換算して算定します。
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３．温室効果ガスの削減目標

温室効果ガスの削減目標の設定にあたっては 「第２期リーディングエコプランせんだ、

い」における地球温暖化防止に関する目標を踏まえ、さらに追加対策の実施が必要な取組

をオフィス、市有車、事業系施設及びその他の４つに分類し、それぞれの対策とその取組

効果を試算しました。

（１）温室効果ガス削減量の試算

本市の事務事業の実施に伴い排出する温室効果ガスの削減量については 「第２期リー、

ディングエコプランせんだい」に係る施設の電力や都市ガスなどの使用量の削減目標や市

有車のガソリン・軽油の削減目標などを踏まえ、さらに追加対策として考えられる温室効

果ガスの削減量を試算し加算しました。

<<追加対策>>

◆オフィスにおける対策（待機時消費電力の削減、省エネルギー設備の導入など）

◆市有車における対策（効率的な公用車の推進など）

◆事業系施設における対策（エネルギー管理の徹底など）

◆その他対策（ごみ減量・リサイクル）

（２）温室効果ガス削減量の試算結果

現行対策に加え、今後の追加対策を含めた温室効果ガス削減量を試算すると、総量で

。（ 、 （ ）約1万5千トン-CO /年となります この温室効果ガスの削減量は 平成11年度 1999年度2

の排出量の４％に相当する）

<<現行対策>>

◇現行対策において実施可能な取組 → １，１３２トン-CO /年の削減2

＋

<<追加対策>>

◆オフィスにおける対策 ２９１トン-CO /年の削減→ 2

◆市有車における対策 ８６トン-CO /年の削減→ 2

◆事業系施設における対策 ３，７８５トン-CO /年の削減→ 2

◆その他対策 ９，５６０トン-CO /年の削減→ 2

１３，７２２トン-CO /年の削減計 2

温室効果ガスの削減量＝約１万５千トン-CO /年2
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（３）温室効果ガスの削減目標

【削減目標】

●平成17年度（2005年度）において、市の事務事業の実施に伴う温室効果ガス排出量

を平成11年度（1999年度）より４％減らす。

温室効果ガス削減量の算定にあたっては、本市における将来の事業の動向など、市民生

活に直結する様々な事業量を正確に把握する必要がありますが、これら事業の動向を現時

点で予測することは非常に困難です。このため、本計画では、平成11年度の本市の事務事

業において削減を行うことが可能な取り組みを条件として温室効果ガスの削減量を算定し

ています。今後は、必要に応じて将来の温室効果ガスの排出量の予測を含めた排出抑制目

標を算定し直す必要があります。

４．温室効果ガスの削減に向けた取組

本市のすべての職員が、温室効果ガスの排出抑制のための取組を推進していくため、本

市の事務事業のあらゆる場面において、これまでの地球温暖化対策防止に資する取組を一

層強化し、新たな取組を以下に掲げます。

（１）財やサービスの購入・使用にあたっての配慮

本市は地域社会において大量に資源やエネルギーを消費し、二酸化炭素などの温室

効果ガスを排出する事業者・消費者であることから、これらの財やサービスの購入・

使用にあたって、自動車単体については低公害車を導入し、また、自転車の活用など

の取組や公共交通機関の利用促進も含め、できる限り自動車そのものの使用を減らす

取組を行うとともに、エネルギー消費効率の高い機器の導入、代替フロン系冷媒の回

収・破壊などの地球温暖化対策に係る取組を推進します。

<<具体的な取組>>

○ハイブリット車、天然ガス自動車などの低公害車の導入

○ノーカーデーの実施などによる自動車使用の削減

○自転車共同利用などによる自転車の活用

○エネルギー消費効率の高い電気機器の導入

○ＯＡ機器など電気製品の待機時消費電力の削減

○自動販売機の深夜時間帯の照明オフや台数の削減などによる消費電力の低減

○用紙類の使用量の削減

○再生紙などの再生品の活用

○代替フロン等であるＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ の適正管理６
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（２）建築物の建築・管理などにあたっての配慮

建築物の計画から、建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた環境負

荷の低減に配慮し、建築物の生涯を通して排出される二酸化炭素の総量を計算する手

法（LCCO 法）の活用方法や屋上緑化・壁面緑化などの緑化対策により地球環境にや2

さしい環境配慮型施設（グリーン庁舎）を参考にしながら、今後の施設整備を図りま

す。また、既存施設においては省エネルギー診断の活用も検討して省エネルギー設備

の更新を図ります。

<<具体的な取組>>

○環境配慮型施設（グリーン庁舎）の整備

○温室効果ガスの排出の少ない省エネルギー設備の導入

○太陽光利用等新エネルギーの有効利用

○水の有効利用

○屋上緑化・壁面緑化の推進

（３）その他の事務事業にあたっての環境保全への配慮

その他の事務事業におけるエネルギー使用量に伴う温室効果ガスの排出抑制を図る

ため、きめ細かい省エネルギー・省資源行動の推進を図るとともに、廃棄物の減量・

リサイクルなどの取組を通じて、廃棄物処理に伴う二酸化炭素をはじめとする温室効

果ガスの削減に取り組みます。

また、温室効果ガスの排出量が多い下水処理施設やごみ焼却施設などの事業系施設

においては、地球温暖化対策推進法の事業者の責務を率先して果たす必要があること

から、自ら温室効果ガスの削減目標を定めエネルギー使用の合理化を図るなど独自の

環境マネジメントシステムの構築を図ります。

<<具体的な取組>>

○日常業務における省エネルギー・省資源行動の推進

○廃棄物の減量・リサイクルの推進

○事業系施設におけるISO14001認証取得など環境マネジメントシステムの構築
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５．計画の推進

本計画の推進にあたっては、自らの事務事業の実施に伴って排出される温室効果ガスの

総排出量を含め、当該計画の実施状況を毎年点検し、その結果を公表するとともに、職員

等に対する地球温暖化対策に関する研修の機会や情報提供を行います。

（１）計画の実施状況の点検・評価の方法

計画の実施状況にあたっては、本市の事務事業の実施に伴って排出される温室効果

ガスの総排出量も含め、別に定める「地球温暖化対策実行計画の推進に関する要綱」

により、その点検・評価の方法を定めることとします。

（２）計画の取組成果の公表

本計画の取組成果については 「リーディング・エコプランせんだい」の環境報告、

書 「仙台市の環境」などで公表します。、

（３）職員に対する研修等

「リーディング・エコプランせんだい」において定める環境配慮に関する研修の実

施時に、本計画の趣旨その他必要な事項について研修を行い、地球温暖化防止の取組

への理解と実行を促します。また、庁内放送を利用した呼びかけ、節水励行や適切な

分別方法についての掲示などを行うほか、庁内環境情報誌などを活用して計画の進捗

状況の周知を図り、職員の取組の徹底を促します。さらには、庁内常駐組織、来庁者

や施設利用者に対しても、本計画の趣旨を伝達し、環境配慮の取組に協力するよう要

請します。


